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   「三木営業所～硯町～明石駅前」の運行内容の

変更に伴う「三木市地域公共交通計画別紙」の

変更について 
 

１ 概要 

三木市地域公共交通計画（以下、「交通計画」という。）に

記載した地域公共交通確保維持事業の補助対象路線の運行

内容等を変更する場合、国が「地域公共交通確保維持改善事

業実施要領」において定めた軽微な変更に該当する場合を

除き、交通計画の別紙の変更について市地域公共交通検討

協議会で協議し変更する必要がある。  

この度、当該補助対象路線である「三木営業所～硯町～明

石駅前」において、路線改編に伴う減便等により、運行回数

等の変更が生じるため、交通計画別紙を変更する。  
 

（参考）地域公共交通確保維持改善事業実施要領における軽微な変更  

①各補助対象系統の 1 日当たり計画運行回数の 10％以内又は 1 回以内の増減  

②各補助対象系統の計画運行日数の 10％以内の増減  

③各補助対象系統のキロ程の 10％以内の増減  

④地域間幹線系統補助対象事業者に係る計画額の総額 10％以内の増減  

 

２ 対象路線 

「三木営業所～硯町～明石駅前」（申請番号 18） 

 

 

  

資料２ 

三田駅～市立図書館前～みなぎ台

社～三木営業所～明石駅前

社～御坂・新神戸駅～三宮

三木営業所～三木高校口～みなぎ台

三木営業所～硯町～明石駅前

三木営業所～養田～西神中央駅前

北播磨総合医療センター～三木高校口～みなぎ台

駅

鉄道

高速道路

主なバス停留所

凡例

平野橋  

※ 三 木 市 地 域 公 共 交 通 計 画  地 域 間 幹 線 系 統 確 保 維 持 費 国 庫 補 助 金 対 象 路 線 バ ス 網 図  よ り  
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３ 運行事業者 

  神姫バス株式会社  

 

４ 改編理由及び内容 

（１）改編理由  

国・県・沿線市町で協調支援を行っている当該路線は、

利用の多い路線であるものの、運行事業者（神姫バス株

式会社）が抱える乗務員不足が深刻であることから、利

用実態に即した運行便数の見直しをはじめ、御利用の少

ない区間において一部の便を短絡することにより、運行

の効率化を行い、路線の確保維持を図る。  

 

（２）改編内容  

・平 日 往路１便、復路１便  減便 

      往路３便、復路１便  平野橋バス停 

(神戸市西区 )発着

へ短絡 

・土日祝日  往路３便、復路３便  平野橋バス停 

(神戸市西区 )発着

へ短絡 

 

系統

番号 
系統名 

改編後の市内運行便数  

平日 土日祝日 

36 三木営業所～硯

町～明石駅前  

＜往路＞  

９便  (▲４便) 

 

＜復路＞  

９便  (▲２便) 

＜往路＞  

８便  (▲３便) 

 

＜復路＞  

８便  (▲３便) 

※改編後のダイヤ案は資料２－１参照 

 

５ 改編日 

  令和７年４月１日  
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６ 三木市地域公共交通計画別紙の変更箇所 

（１）三木市地域公共交通計画別紙  

①項目４のうち国庫補助額  

 変更前 １，７６４.５千円 

 変更後 １，５３７千円  

 ※三木市地域公共交通計画別紙  表１も同様  

 ②項目１８  

  協議会の開催状況と主な議論を時点修正  

（２）三木市地域公共交通計画別紙  表２ 

①年間計画運行回数 

 変更前 ４，２５５回  (１日あたり１１．６回 ) 

 変更後 ３，７０６回  (１日あたり１０．１回 ) 

 

７ その他 

国庫（地域間幹線系統）補助対象路線である「社～御

坂・新神戸～三宮」及び「三田駅～市立図書館前～みなぎ

台」においても運行回数等の変更があるが、軽微な変更に

あたる「１日あたり計画運行回数が 10％以内又は 1 回以

内の増減」であるため、情報共有までとする。  


